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※二重線は、分割方式を選択した場合の分割箇所を示すものです。

（一般質問） 

質問日   令和５年９月 29日（金） 質問方式 分割方式 

質問順位 2 会派名 日本共産党浜松市議団 議席番号 20 氏名 北島 定 

表  題 質 問 内 容 答弁者の職名 

１ 市長の政治姿勢

について 

２ 徳川家ゆかりの

資料展示収蔵施設

整備事業について 

(1) 本市は平成23年７月１日に平和都市宣言をしている。

そこでは「浜松市は、昭和20年の大空襲により、多くの

市民の尊い生命を失いました。…戦争やテロリズム、核

兵器等による脅威をなくし、地球上のすべての人々が平

和に暮らしていける世界を築いていかなければなりま

せん」と、恒久的な世界を築いていくことを誓っている

が、市長の平和都市宣言に対する認識はどのようなもの

か伺う。 

(2) 政府は９月11日、第６回土地等利用状況審議会を開催

して、重要土地等調査法、いわゆる土地利用規制法に基

づく３回目の区域指定の候補として全国25都道府県の

180か所を示した。その中で、特別注視区域として航空

自衛隊浜松基地が候補地となっており、指定されたなら

ば、本格的な住民監視が進むおそれがある。  

今後、地元自治体の意見聴取を行い、年内にも指定す

るとのことであるが、平和都市宣言を行っている自治体

の長として、指定にきっぱりと反対の意思を示すべきと

考えるが見解を伺う。 

(3) 本市には公務に対する市民の信頼を確保することを

目的とする浜松市職員倫理条例があり、信頼される職員

であるための５つの原則が定められている。また浜松市

議会基本条例において議員の政治倫理について規定さ

れているが、市長等に関する政治倫理条例はない。 

そこで、市長等の政治倫理の確立を期し、公正で開か

れた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする

「市長等の政治倫理条例」の制定に向けて検討する考え

はないか伺う。 

徳川家ゆかりの資料展示収蔵施設整備事業は、大河ド

ラマ館及び関連施設を活用しながら、(公財)德川記念財

団の所蔵品を中心とした徳川家関係資料の展示収蔵施

設を新たに設置することを目的としたものとなってい

る。 

そこで、以下伺う。 

(1) 展示収蔵施設建設は、経過が極めて不透明である。経

過はどのようなものであったのか伺う。 

(2) 前市長は３月９日に、(公財)德川記念財団理事長に対

して「徳川記念財団所蔵品を中核とする浜松市立の展示

収蔵施設について」という文書を出している。その内容

中野市長 

山名副市長 

 〃 
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３ 水災害対策につ

いて 

は「現在のドラマ館を展示施設としていくことが、市民

の期待に応えられるものと考える」「現在の大河ドラマ

館を収蔵施設として活用していくことを検討していた

だければ幸い」などというものである。 

また３月24日の記者会見でも、「德川記念財団の浜松

本部設置に伴い、大河ドラマ館を財団所蔵品を中核とし

た展示収蔵施設として利用していく方針を定めた」と発

表したが、５月補正で計上された徳川家ゆかりの資料展

示収蔵施設整備事業は、ドラマ館等の利活用だけではな

く、新たな所蔵施設を考えているのか。 

(3) 新設ともなれば、相応の建設費や管理運営費が必要と

なってくるが、静岡歴史博物館の場合、建設費は62億円

であり、年間約４億円の管理運営費がつぎ込まれてい

る。前市長は、区の再編の意義・目的を少子高齢化や社

会保障の増大、財政の健全化を理由にしたが、一方で、

德川記念財団のための収蔵施設の新設ともなれば大き

な財源が必要となってくることは必至となり、区の再編

の意義・目的とは相入れないものとなるが、これに対す

る考えはどうか。また、德川記念財団展示収蔵施設の新

設に対する市民の要望はあるのか伺う。 

気候変動による豪雨災害が激甚・頻発化しており、本

市では今年の６月２日の豪雨による土砂災害によって

青年の命も失われており、水災害対策は喫緊の課題とな

っている。 

本市では令和２年２月に総合治水計画である浜松市

総合雨水対策計画を策定し、静岡県でも翌年の令和３年

に流域治水プロジェクトをスタートさせているが、水災

害対策について以下伺う。 

(1) 浜松市総合雨水対策計画は、「水を流す」「水を貯める」

「川を知る」の３本柱を軸として、今後10年間で重点的

に対策を行っていく12の重点対策エリアを定めており、

この計画に沿ってエリアごとの対策が進められている

と思うが、昨年９月23日の台風第15号による甚大な浸水

被害を目の当たりにすると、浸水被害の著しい重点対策

エリアにおいては、現行の対策内容だけでは不十分では

ないかと感じている。 

そこで、年々厳しさを増していく浸水被害に対応して

いくため、浜松市総合雨水対策計画を見直していく必要

があるのではないかと思うが、その考えについて伺う。

(2) 天竜川氾濫による浸水が想定される施設の対策が求

められている。 

ア 浜松市発達医療総合福祉センターは、子供から大人

まで障害を抱えている人たちを支援する「友愛のさと

診療所」「ひまわり」「福祉センター」「相談支援事業

中野市長 

伏木土木部長

鈴木健康福祉

部長 
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４ カーボンニュー

トラルの実現に向

けて 

所シグナル」などの施設で成り立っており、障害福祉

を担う重要な施設である。しかし、施設は天竜川洪水

浸水想定区域にあり、計画規模で１ｍ～２ｍ、想定最

大規模で３ｍ～５ｍもの浸水が想定される。しかも受

変電設備は地上に設置してあることから、冠水すると

施設として継続できないことは必至となるが、こうし

た浸水被害に対する認識と今後の対策はどうか伺う。

イ 浜北区役所は、来年の１月からは浜名区役所とな

り、より多くの住民サービスの拠点となるが、浜北区

役所は、最大規模で１ｍ～２ｍもの浸水が想定されて

いる。しかも受変電設備は地下に設置してあることか

ら、一たび浸水すれば、長期にわたって区役所として

の機能は停止し、住民サービスに大きな影響を及ぼす

ことになるが、対策をどのように考えているのか伺

う。 

(3) 「水を治めるものは国を治める」と言われている。近

年、集中豪雨による被害が拡大している中、市民の生命

と財産を守る行政の果たす役割は大きい。しかし、この

間の治水対策に要する事業費は、こうした状況に対応で

きるものにはなっていない。予算を大幅に増額して、市

民が安心できる治水対策を迅速に推進すべきと考える

がどうか伺う。 

カーボンニュートラル推進事業本部では、カーボンニ

ュートラルの公共施設や公用車などの市有施設に関わ

る脱炭素化方針を公表した。気候危機が叫ばれている中

で、カーボンニュートラルの実現は極めて重要な課題で

ある。 

そこで、以下伺う。 

(1) 本市のエネルギービジョンでは、2050年度に向けての

自然再生可能エネルギーの目標値が示されており、とり

わけ風力発電は2011年度の5.2万ＭＷｈを2050年度では

120万ＭＷｈと23倍にも拡大する計画となっているが、

現状はどうか。 

また、陸上における風力発電が予定されている場所の

ほとんどが天竜区となっているが、森林は豪雨による土

砂災害が発生していることを考えれば、目標を達成する

には極めて困難な状況となっている。対策をどのように

考えているのか伺う。 

(2) 本市の地球温暖化対策実行計画（区域施策編）におい

て、2030年度の温室効果ガス排出削減目標を2013年度比

で30％削減するとしているが、これは極めて低い数値と

なっている。早期に国の削減目標46％を上回る目標値を

設定すべきと考えるがどうか伺う。 

中村浜北区長

伏木土木部長

袴田カーボン

ニュートラル

推進事業本部

長 
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５ 水道料金問題に

ついて 

６ 学校図書の充実

について 

７ 放課後児童会の

運営委託化につい

て 

今年３月24日の報道発表で、「経営環境の変化に適切

に対応し、今後も持続可能な事業運営を行うため、水道

料金改定の詳細な検討に着手する」とした。その理由は、

「人口減少や節水意識の高まりなどから料金収入が減

少する一方で、施設の耐震化や老朽化に伴う更新費用の

増加などがあり、今後も持続可能な事業運営を行うため

には、現在の水道料金の水準では困難である」というも

のであるが、水道料金の値上げは、物価高騰で苦しむ市

民の生活を直撃することになる。 

そこで、以下伺う。 

(1) 先のコンセッション方式導入の根拠として、市民に示

された将来推計人口を基にして策定された財政シミュ

レーションは根拠のないものであったが、今回の財政シ

ミュレーションはどうか伺う。 

(2) 水道会計の支出には無駄な県水（太田川ダム）からの

受水費がある。こうした放漫な経営を放置し、そのツケ

を水道料金の値上げで、ことを済まそうとする経営運営

は問題であると考えるが、これに対する認識はどうか伺

う。 

(3) 水道事業における高騰する動力費に対して、国の電

力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金が、令

和４年度、令和５年度と２か年にわたって一般会計から

水道事業会計に負担金として繰り出されている。 

地方公営企業法第17条の２では、経費の負担の原則が

規定されており、そこでは「その性質上当該地方公営企

業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない

経費」に対して、「出資、長期の貸付け、負担金の支出

その他の方法より負担するものとする」とある。 

そこで、この地方公営企業法に基づいて一般会計から

の繰り出しを行い、水道料金の値上げを抑え、物価高騰

に苦しむ市民を支援すべきだと考えるが見解を伺う。 

学校図書の充実が求められている。本市の学校図書館

の蔵書数は、文部科学省が定める標準冊数を満たしてい

ない状況があると聞く。特に中学校で不足する学校が多

いとのことから、蔵書数の充実に向けた対応が急がれて

いる。学校図書の整備の現状と今後の対策を伺う。 

放課後児童会の運営に係る地域の責任と負担軽減、サ

ービスや保護者負担の統一、支援員等の待遇改善などを

理由に、先般、プロポーザル方式による業者選定が行わ

れ、162児童会の新たな運営業者が選定されたが、以下

伺う。 

(1) 新たな運営業者によって、支援員等の待遇はどのよう

に改善されるのか伺う。 

朝月水道事業

及び下水道事

業管理者 

奥家学校教育

部長 

奥家学校教育

部長 
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(2) 浜北区における学童保育は、特定非営利活動法人「学

童保育はまきた」が、19年間にわたって実施してきてお

り、ＮＰＯ法人設立前を含めると実に43年にも及ぶ。こ

うした浜北区の学童保育を一身に背負って活動してき

た「学童保育はまきた」を排斥した結果となったことは

問題だと考えるが認識を伺う。 


